
宍粟市通学路対策箇所図（はりま一宮小学校区）

【26-61】 [状況]道路幅が狭く支障木等がある
[対策]学童注意看板等を設置する

支障木を伐採する場合は地権者により行う。

【26-94】 一宮南中
[状況]道路と田に段差がある
[対策]段差の始点部にポストコーンを設置

【26-60】 [状況]道路が狭く見通しが悪い
[対策]学童注意看板等を設置する

【26-93】 一宮南中
[状況]道路と民地に段差があり、ガードレールがない区間がある
[対策]通学指導の強化（出入口であるためポストコーンを設置している）


